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令和５年度(２０２３年度)八王子市財政健全化判断比率等 

審査意見について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項

の規定により、審査に付された令和５年度(２０２３年度)八王子市財政健全化判

断比率及び八王子市下水道事業会計資金不足比率並びにその算定の基礎となる事

項を記載した書類について、次のとおり意見を提出します。 
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第１ 審査の概要 

１ 審査の種類 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定に基づく審査 

 

２ 審査の対象 

（１）令和５年度（２０２３年度）決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連

結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）及びその算定の基礎となる

事項を記載した書類 

（２）令和５年度（２０２３年度）決算に基づく下水道事業会計資金不足比率及びそ

の算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

３ 審査の方法及び主な着眼点 

八王子市監査基準（令和元年１２月２６日施行）に基づき、市長から提出された

健全化判断比率、下水道事業会計資金不足比率及び各比率の算定の基礎となる事項

を記載した書類について審査した。 

審査に当たっては、 

（１）比率は、適正に算定されているか 

（２）比率の算定基礎となった書類等が適正に作成されているか 

などを主眼に置き、八王子市監査基準実施細目に基づき、関係部からの概況聴取、

関係諸帳簿及び証拠書類との照合、分析、比較等通常実施すべき審査手続により実

施した。 

 

４ 審査の期間 

令和６年（２０２４年）７月９日から同年８月１９日まで 
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第２ 審査の結果 

１  比率の算出等 

八王子市監査基準に準拠し、前記の方法により審査した限りにおいては、審査に

付された下記健全化判断比率及び下水道事業会計資金不足比率の算定の基礎となる

事項を記載した書類は、法令に適合し、かつ、正確であり、各比率についても誤りの

ないものと認められた。 

 

（１）健全化判断比率 

                             （単位 ％） 

区    分 
令和5年度 

（2023） 

令和4年度 

（2022） 

令和3年度 

（2021） 

早期健全化 

基準 

財政再生 

基準 

実 質 赤 字 比 率 ━ ― ― 11.25 20 

連結実質赤字比率 ━ ― ― 16.25 30 

実 質 公 債 費 比 率 -0.0 -0.4 -0.6 25 35 

将 来 負 担 比 率 ━ ― ― 350  

 
 (注) 1 上記表中の「－」は、実質赤字額若しくは連結実質赤字額又は将来負担比率がないことを表してい

る。 

2 早期健全化基準及び財政再生基準は、この数値を超えた場合に、財政健全化計画や財政再生計画の

策定等が義務付けられる。 

 

 

（２）資金不足比率 

           （単位 ％） 

区     分 
令和5年度 

（2023） 

令和4年度 

（2022） 

令和3年度 

（2021） 

経営健全化 

基準 

下 水 道 事 業 会 計 

資 金 不 足 比 率 
━ ― ― 20 

 
 (注) 1 上記表中の「－」は、資金不足額がないことを表している。 

 (  2 経営健全化基準は、この数値を超えた場合に、経営健全化計画の策定等が義務付けられる。 

 

 

２ 意見 

健全化判断比率の４つの指標については早期健全化基準を、下水道事業会計の資

金不足比率については経営健全化基準をいずれも下回っていた。 

実質赤字比率と連結実質赤字比率については、対象となる全ての会計において、

実質赤字額が生じなかったため、前年度と同様に比率は算定されなかった。 

実質公債費比率については、市債の元利償還金が減少したものの、ここから控除

する国都支出金などの特定財源も減少したため、単年度で前年度の数値を上回り、
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３か年平均は、前年度決算時と比較して０.４ポイント上回った。 

将来負担比率については、一般会計等の決算年度末における市債現在高減少によ

り将来負担額が減少したことに加え、将来負担額から控除できる財政調整基金等の

基金現在高が増加したことから、前年度と同様に比率は算定されなかった。 

資金不足比率については、該当する下水道事業会計に資金不足額が生じなかった

ため、前年度と同様に比率は算定されなかった。 

以上、各比率の審査を行った結果、財政の健全性は、良好な状態にあることが認

められた。 

当年度は、臨時財政対策債の借入抑制や投資的事業の進捗により、市債現債額は、

前年度に比べ６７億円の減少となり、一方、将来の財政負担への備えとして財政調

整基金、公共施設整備保全基金等への積立てを引き続き行っている。このことは、

「八王子未来デザイン２０４０」がスタートし、「みんなで目指す２０４０年の姿」

の実現に向け、着実に施策を推進していくための堅実な財政運営を行っているもの

と評価できる。 

本審査では、財政健全化判断比率等が良好な状態にあることが認められたが、今

後想定される公債費の増加や人口減少による税収減及び社会保障関連経費の増加等

に確実に対応できるよう、引き続き健全かつ持続可能な財政運営を堅持されるよう

強く望むものである。 
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第３ 健全化判断比率等の概況 

１ 健全化判断比率等の対象会計について 

健全化判断比率等の対象会計は、第１表のとおりである。 

 

第１表 （健全化判断比率等の対象とする会計） 

一部事務組合(6組合)・広域連合(1連合)の負債
〔加入市町村の按分負担〕

損 失 補 償 債 務 等

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

介 護 保 険 特 別 会 計

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

公
営
企
業
会
計

一
般
会
計
等

一 般 会 計

母子・父子福祉資金特別会計

土地取得事業特別会計

借 入 金 管 理 特 別 会 計

公
営
事
業
会
計

下 水 道 事 業 会 計

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率

給
与
及
び
公
共
料
金
特
別
会
計

 

 



 - 5 - 

２ 実質赤字比率について 

実質赤字比率とは、一般会計等（本市においては、一般会計、母子・父子福祉資

金特別会計、土地取得事業特別会計及び借入金管理特別会計）を対象とし、その繰

上充用額と支払繰延額及び事業繰越額の和である実質赤字額が、地方公共団体の標

準的に収入し得る経常的一般財源の規模を示す標準財政規模に対してどの程度ある

かを示すものであり、算定式は次のとおりである。 

 
[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]

[－%]
[116,180,045]

）＋
実質赤字比率 ＝

繰上充用額 支払繰延額

標準財政規模

事業繰越額＋ （

※1

※2 ※3 ※4

※5

 
 

 ※５ 標準財政規模

 ※１

 ※２ 繰上充用額

 ※３ 支払繰延額

 ※４ 事業繰越額

 自治体の一般財源の標準的な大きさを示したもの。普通交付税の算定に
 用いる市税収入額、地方譲与税及び利子割などの各種交付金に普通交付
 税と臨時財政対策債発行可能額を加えた額

 実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額

 実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額

 歳入不足のため、翌年度の歳入を繰り上げて充てた額

 計算結果が０％以下のときは－％

 

当年度の一般会計等の各会計において、繰上充用額、支払繰延額及び事業繰越額

がないので、実質赤字額は発生しない。このため、実質赤字比率は算定されなかっ

た。 

なお、各会計の実質収支額の状況は、第２表のとおりである。また、標準財政規

模の額は、第３表のとおりである。 

 

第２表　（一般会計等における実質収支額） (単位　千円）

令和5年度
（2023）

令和4年度
（2022）

令和3年度
（2021）

一 般 会 計 6,620,614 6,022,759 7,518,095

母子・父子福祉資金特別会計 0 0 0

土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 0 0 0

借 入 金 管 理 特 別 会 計 0 0 0

合　計 6,620,614 6,022,759 7,518,095

 区　　分

一般会計等
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第３表　（標準財政規模の額） （単位　千円）

区　　分
令和5年度
（2023）

令和4年度
（2022）

令和3年度
（2021）

標 準 税 収 入 額 等 106,068,066 101,339,573 96,963,435

普 通 交 付 税 額 8,397,336 8,576,917 8,631,325

臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額 1,714,643 3,425,843 9,640,726

合 計 （ 標 準 財 政 規 模 の 額 ) 116,180,045 113,342,333 115,235,486

(注) 標準税収入額等には、市税収入額、地方譲与税及び利子割等各種交付金が含まれる。 

 

３ 連結実質赤字比率について 

連結実質赤字比率とは、全会計を対象とし、実質赤字額の合計と資金不足額の合

計の和から、実質黒字額の合計と資金剰余額の合計の和を控除した連結実質赤字額

が、標準財政規模に対してどの程度あるかを示すものであり、算定式は次のとおり

である。 

[ 0 ] [ 0 ] [8,486,508] [3,001,666]

　　[－%]
[116,180,045]

実質赤字を
生じた会計の
実質赤字の

合計額

資金不足を
生じた公営
企業会計の
資金不足額

標準財政規模

（ ＋ ） － （

実質黒字を
生じた会計の
実質黒字の

合計額
連結実質赤字比率 ＝

資金剰余を
生じた公営
企業会計の
資金剰余額

＋ ）

※1

 

 
 
 

当年度の全会計の実質収支額及び資金不足・剰余額は、第４表のとおりであり、

全会計において、実質赤字額又は資金不足額が生じていないため、連結実質赤字額

は発生しない。このため、連結実質赤字比率は、算定されなかった。 
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第４表　（全会計における実質収支額及び資金不足・剰余額） （単位　千円）

令和5年度
（2023）

令和4年度
（2022）

令和3年度
（2021）

一 般 会 計 6,620,614 6,022,759 7,518,095

母子・父子福祉資金特別会計 0 0 0

土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 0 0 0

借 入 金 管 理 特 別 会 計 0 0 0

小計　　Ａ 6,620,614 6,022,759 7,518,095

国民健康保険事業特別会計 971,945 481,059 892,580

後期高齢者医療特別会計 65,167 66,658 64,682

介 護 保 険 特 別 会 計 818,747 1,403,887 1,667,803

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 10,035 2,624 7,288

給与及び公共料金特別会計 0 0 0

小計　　Ｂ 1,865,894 1,954,228 2,632,353

8,486,508 7,976,987 10,150,448

公営企業会計 下 水 道 事 業 会 計 3,001,666 2,401,393 1,615,421

3,001,666 2,401,393 1,615,421

11,488,174 10,378,380 11,765,869合計　　Ａ　＋　Ｂ　＋　Ｃ

区　　分

一 般 会 計 等

公営事業会計

中計　　Ａ　＋　Ｂ

小計　　Ｃ
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４ 実質公債費比率について 

実質公債費比率とは、一般会計等が一会計年度に負担した元利償還金（一般会計

等の市債の元利償還額）及び準元利償還金（特別会計及び公営企業会計への繰出金

や公債費に準ずる債務負担行為）の標準財政規模に対する割合の３か年平均を示す

ものである。単年度の算定結果は、次のとおりである。 

 

[1,288,683］ [2,973,389] [10,774,506]

特定財源

　　[0.11359％] 　　　　　　　　標準財政規模

　　　　　　　　[116,180,045]

実質公債費比率
（単年度）00

＝
元利償還金・準元利償還金に係る

基準財政需要額算入額

）
元利償還金・

準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

＋（－

[12,578,944]

－

（ ）
市債の

元利償還金
準元利
償還金

＋

[10,774,506]

※7※6

 

また、３か年平均の算出方法は、年度ごとに四捨五入をせず、計算結果をそのま

ま３か年分合算した上で３で除し小数第 1 位未満を切り捨てる。算定結果は次のと

おりである。 
 

[-0.08108％] [-0.25900％] [0.11359％]

[-0.0%]

＋

＝

令和4年度
（2022）

実質公債費比率

3

令和3年度
（2021）

実質公債費比率

令和5年度
（2023）

実質公債費比率
＋

実質公債費比率
（3か年平均）0※8

 
   

　※６ 準元利償還金

　①満期一括償還市債について､償還期間を30年とする元金均等年賦償還
　　をした場合における1年当たりの元金償還金相当額

　②一般会計等から一般会計等以外の特別会計及び公営企業会計への繰出
　　金のうち、市債の償還の財源に充当されたと認められるもの

　③一部事務組合等への負担金のうち、組合等が起こした地方債の償還財
　　源に充当されたと認められるもの

　④大規模な住宅建設に関連して地方公共団体に代わって都市再生機構等
　　が行った公共施設等の建設及び総合体育館の建設に係る割賦支払、社
　　会福祉法人が行った特別養護老人ホーム等の建設に係る補助のため設
　　定した債務負担行為等に基づく支出額

　⑤一時借入金の利子

　※７ 特定財源

　①国・都からの支出金

　②貸付金の財源として発行した市債に係る貸付金の元利償還金

　③市営住宅建設事業の財源として発行された市債償還額に充当された市
　　営住宅使用料

　④都市計画事業の財源として発行された市債償還額に充当された都市計
　　画税

　⑤その他の特定財源

　※８ ３か年平均
　３か年平均の算出方法は、年度ごとに四捨五入をせず、計算結果そのま
　まを３か年加え、３か年で除し、小数第１位未満を切り捨てる。
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実質公債費比率の内訳は、第５表のとおりである。 

 

第５表 （実質公債費比率の内訳） 

（単位　千円）

令和5年度
（2023）

令和4年度
（2022）

令和3年度
（2021）

市 債 の
元 利 償 還 金

Ａ
12,578,944 12,600,434 12,231,981

① 満期一括償還に係る公債費 0 0 0

②
特別会計及び公営企業会計への繰出金
（下水道の公債費充当分）

647,970 646,425 594,892

③
一部事務組合負担金
（東京たま広域資源循環組合の公債費
  負担分）

4,540 4,237 4,567

④
公債費に準ずる債務負担行為
（ニュータウン学校施設取得・総合体育館
  整備等）

636,173 749,728 887,574

⑤ 一時借入金利子 0 0 0

準元利償還金　計 1,288,683 1,400,390 1,487,033

①
国都支出金
（東京都多摩ニュータウン関連公益施設
  整備費償還費補助金）

106,761 483,789 499,862

② 貸付金償還金 0 0 0

③ 市営住宅使用料 210,785 172,019 167,694

④ 都市計画税 2,655,843 2,605,160 2,165,562

⑤ その他の特定財源 0 0 0

特定財源　計 2,973,389 3,260,968 2,833,118

10,774,506 11,004,907 10,970,439

116,180,045 113,342,333 115,235,486

0.11359% -0.25900% -0.08108%

-0.0％ -0.4% -0.6%実 質 公 債 費 比 率 （ 3 か 年 平 均 ） あ あ あ

区　　　　　　　　　　　　　　　分

実 質 公 債 費 比 率 （ 単 年 度 ） あ あ
{( Ａ + Ｂ )-( Ｃ + Ｄ )} ／ ( Ｅ - Ｄ ) × 100 あ あ あ あ

標 準 財 政 規 模 あ あ
Ｅ

元 利 償 還 金 ・ 準 元 利 償 還 金 に あ
係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 額 あ

Ｄ

準 元 利 償 還 金
Ｂ

特 定 財 源
Ｃ

公　　　債　　　費

※6

※7

※8

(注) 表 側
ひょうそく

の(  )は、本市の令和 5 年度(2023 年度)決算内容 
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 ５ 将来負担比率について 

将来負担比率とは、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に

対する割合を示すものであり、算定結果は次のとおりである。 

 

[160,630,157] [47,721,416] [34,713,255] [112,523,057]

　　　[－％]

[10,774,506][116,180,045]

）特定財源
見込額

市債現在高等に係る
基準財政需要額算入見込額

＋

元利償還金・準元利償還金に係る
基準財政需要額算入額

標準財政規模

将来負担比率

－

＝

（ ＋将来負担額
充当可能
基金額

－

※1

※9 ※10 ※11

 

 

　⑧一部事務組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込
　　額

※９　将来負担額

　⑦連結実質赤字額

　※10　充当可能
　　　　基 金 額

　地方自治法第241条に定める基金(地方公共団体の財政の健全化に関する
　法律施行規則第16条の規定に基づくもの)

　※11　特定財源
　　　　見 込 額

　①国・都からの支出金

　②貸付金の財源として発行した市債に係る貸付金の元金償還金

　③市営住宅建設事業の財源として発行された市債償還額に充当される市
　　営住宅使用料

　④都市計画事業の財源として発行された市債償還額に充当される都市計
　　画税

　⑤その他の特定財源

　①一般会計等の当該決算年度末における市債現在高

　②大規模な住宅建設に関連して地方公共団体に代わって都市再生機構等
　　が行った公共施設等の建設及び総合体育館の建設に係る割賦支払い並
　　びに社会福祉法人が行った特別養護老人ホーム等の建設に係る補助の
　　ため設定した債務負担行為等に基づく支出額

　③一般会計等以外の会計の市債の元金償還に充当する一般会計等の負担
　　見込額

　④一部事務組合等の地方債の元金償還に係る負担見込額

　⑤退職手当支給予定額のうち一般会計等負担見込額

　⑥損失補償等による負担見込額
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将来負担比率の内訳は、第６表のとおりである。 

第６表 （将来負担比率の内訳） 

（単位　千円）
令和5年度
（2023）

令和4年度
（2022）

増減額
（R5-R4）

① 一般会計等市債現在高 133,674,029 137,706,927 △ 4,032,898

②
公債費に準ずる債務負担行為に基づく
支出予定額（ニュータウン学校施設取得・
総合体育館整備等）

2,009,558 2,754,782 △ 745,224

③
特別会計及び公営企業会計への繰出見込
額（下水道の償還見込額）

4,629,360 4,294,683 334,677

④
一部事務組合等負担見込額
（東京たま広域資源循環組合の償還見込
  額）

21,589 26,173 △ 4,584

⑤
退職手当負担見込額
（2,643人分）

20,295,621 20,069,740 225,881

⑥ 損失補償等による負担見込額 0 0 0

⑦ 連結実質赤字額 0 0 0

⑧ 一部事務組合等連結実質赤字額 0 0 0

将来負担額　計 160,630,157 164,852,305 △ 4,222,148

充 当 可 能
基 金 額

Ｂ
財政調整基金、減債基金等 47,721,416 40,473,578 7,247,838

①
国都支出金
（東京都多摩ニュータウン関連公益施設
 整備費償還費補助金）

400,758 609,809 △ 209,051

② 貸付金償還金 0 0 0

③ 市営住宅使用料 1,539,136 1,742,295 △ 203,159

④ 都市計画税 32,773,361 32,737,340 36,021

⑤ その他の特定財源 0 0 0

特定財源見込額　計 34,713,255 35,089,444 △ 376,189

112,523,057 119,331,919 △ 6,808,862

116,180,045 113,342,333 2,837,712

10,774,506 11,004,907 △ 230,401

－％ －％ －

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

市 債 現 在 高 等 に 係 る 基 準 財 政 需 要 額 算 入 見 込 額 あ
Ｄ

特 定 財 源
見 込 額

Ｃ

将 来 負 担 比 率 あ
{ Ａ -( Ｂ + Ｃ + Ｄ )} ／ ( Ｅ - Ｆ ) × 100 あ あ

標 準 財 政 規 模 あ あ
Ｅ

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
Ｆ

将 来 負 担 額
Ａ

※9

※10

※11

※1 ※1

(注) 1 表 側
ひょうそく

の(  )は、本市の令和 5 年度(2023 年度)決算内容 

2 R5-R4 … 令和 5 年度－令和 4 年度 
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 ６ 資金不足比率の算定 

資金不足比率とは、公営企業ごとに算定した資金不足額が、それぞれの事業の規

模に対してどの程度あるかを示すものであり、本市においては、下水道事業会計が

これに該当する。また、算定式は、次のとおりである。 
 
 

            

[ 0 ]

[－%]

[8,405,213]

資金の不足額
資金不足比率 ＝

事業の規模※1
※14

※12

 

 

　※13　解消可能
　　　　資金不足額

 事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等
 の事業がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額

　※14　事業の規模  営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額

　※12　資金の
    　　不足額

（流動資産－流動負債＋流動負債のうち建設改良費等に係る企業債
　－算入地方債）－解消可能資金不足額

※13

 

下水道事業会計においては、資金不足額が生じていないため、資金不足比率は算

定されなかった。 
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